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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

回次 第20期中 第21期中 第22期中 第20期 第21期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 6,353,777 5,709,141 6,076,323 12,488,459 12,523,464

経常利益 (千円) 369,073 324,079 223,712 665,198 766,815

中間(当期)純利益 (千円) 207,018 417,168 122,561 181,473 625,445

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 627,250 631,291 647,339 627,250 636,955

発行済株式総数 (株) 67,000 67,137 67,681 67,000 67,329

純資産額 (千円) 5,566,963 5,907,440 6,174,174 5,517,841 6,095,374

総資産額 (千円) 8,209,871 7,210,124 7,582,802 7,070,262 7,963,102

１株当たり純資産額 (円) 83,089.01 87,990.83 91,224.63 82,355.85 90,531.19

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 3,089.83 6,219.34 1,813.98 2,708.56 9,318.59

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 3,085.13 6,132.39 1,797.88 2,681.35 9,203.95

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 500.00 500.00 500.00 1,000.00 1,500.00

自己資本比率 (％) 67.8 81.9 81.4 78.0 76.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 460,531 387,308 7,286 △90,747 898,843

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △461,132 △17,415 △128,612 △317,232 382,763

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △43,783 △24,043 △46,506 △77,016 △46,119

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 2,956,336 2,861,574 3,583,380 2,515,724 3,751,211

従業員数 (人) 816 764 732 777 738



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

なお、当社の親会社である株式会社ＣＳＫは平成17年10月１日付で、純粋持株会社である株式会社ＣＳＫホールデ

ィングス（当社の親会社）と事業会社である株式会社ＣＳＫシステムズに会社分割しております。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労働組合に代わるものとして、管理職を除く正社員による任意団体「株式

会社ジェー・アイ・イー・シー社員会(以下「社員会」)」を設け、社員会より選出された社員代表等と意見交換を

行なっております。社員会との間に特記すべき事項はありません。 

  

  

  

従業員数(人) 732 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期のわが国経済は、昨年夏以降続いていた景気の踊り場から脱却し、回復を続けております。製造業の業

績回復を背景として設備投資は増加し、消費者マインドの改善により個人消費も底堅く推移しております。また、

海外経済においても、米国・アジアを中心に拡大が続いており、輸出は緩やかに増加しております。しかしなが

ら、原油価格の高騰や度重なる自然災害等の内外経済に与える影響には注意する必要があります。 

顧客企業の情報化投資は、企業収益の改善により高水準で推移しており、金融機関における設備投資意欲も改善

しております。しかしながら、技術者不足は深刻の度合いを増しており、とりわけプロジェクト・マネージャーの

不足が問題となっております。体制の不十分なプロジェクトはトラブルの危険も高く、業界における中堅・中規模

の企業においては、プロジェクト遂行力に格差が表れており、信頼性の高い事業者への選別が一層進んでおりま

す。 

このような環境の中で当社は、確実な受注拡大とヒューマンリソースの確保、プロジェクト・マネジメント力の

強化に引き続き注力いたしました。 

受注高は、前年同期より223百万円増加し6,724百万円（前年同期比＋3.4%）となりました。金融、運輸、旅行分

野における受注が好調に推移いたしました。 

売上高は、前年同期より367百万円増加し6,076百万円（前年同期比＋6.4%）となりました。前中間期は、金融分

野において再編に伴う開発案件の減少等により厳しい状況でありましたが、当中間期においては、受注環境が大き

く改善しております。 

営業利益は、前年同期より98百万円減少し224百万円（前年同期比△30.5%）となりました。一部の案件における

仕様変更等によるコスト増と、事業所移転に伴う設備投資やセキュリティ対策、採用にかかる費用等今後の事業推

進に必要な投資を行ったことによるものであります。 

経常利益は、前年同期より100百万円減少し223百万円（前年同期比△31.0%）となりました。 

中間純利益は、前年同期より294百万円減少し122百万円（前年同期比△70.6%）となりました。これは、主に前中

間期は厚生年金基金の代行返上等による特別利益が計上されていたことによる減少であります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べて380百万円減少し、7百万円となりました。

営業収入は、前年同期に比べて901百万円増加し6,650百万円となりました。これは当期売上の増加と前期３月末検

収案件の回収によるものであります。また、売上の増加に伴い外注費の支払いが増加しております。なお、法人税

等の支払額の増加は、前期納税額が減少していたことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用したキャッシュ・フローは、前年同期と比べて111百万円増加し128百万円となりました。これは

主にオフィス統合に伴う固定資産の取得と敷金・保証金の支払いによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用したキャッシュ・フローは、前年同期と比べて22百万円増加し46百万円となりました。これは主

に創立20周年記念配当の支払による増加によるものであります。 



  

これらの結果、当中間期末における現金及び現金同等物の残高は、3,583百万円となりました。 

  

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産の実績は以下のとおりであります。 

  

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 生産実績は、販売価格に基づいて算出しております。 

  

(2) 受注実績 

当中間会計期間における受注の実績は以下のとおりであります。 

  

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品目 金額(千円) 前年同期比(％) 

システム開発 6,279,633 9.0 

品目 
受注高 受注残高 

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 

システム開発 6,510,464 1.1 2,365,341 △14.4 

製品販売 214,297 267.9 107,148 224.4 

合計 6,724,761 3.4 2,472,490 △11.6 



(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売の実績は以下のとおりであります。 

  

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下のとおりであります。 

  

  
  

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はございません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

当中間会計期間の研究開発活動については、特段の記載事項はございません。 

  

  

品目 金額(千円) 前年同期比(％) 

システム開発 5,907,007 5.4 

製品販売 169,315 62.1 

合計 6,076,323 6.4 

相手先 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

日本アイ・ビー・エム㈱ 1,262,894 22.1 946,379 15.6

㈱ＣＳＫ 813,678 14.3 754,493 12.4

㈱野村総合研究所 718,733 12.6 640,875 10.5



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、事業所移転に伴い主要な設備の状況は、以下のとおりとなりました。 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 顧客先に常駐している従業員等は、東日本地区は新宿オフィス、西日本地区は大阪オフィスに含めております。 

２ 器具備品のうち、電算機及び周辺機器は43,038千円であります。 

３ 生産能力に重要な影響を及ぼす設備の休止はございません。 

４ 建物欄の( )内の数値は、賃借中の設備面積であります。 

５ 外部に賃貸している設備はございません。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

前事業年度末おいて計画した設備計画のうち、当中間会計期間に完了したものは、次のとおりであります。 

  

(3) 重要な設備の除却等 

移転に伴う初台オフィス等の事務所設備の除却(49,274千円)は平成17年６月に完了しております。 

事業所名 
(所在地) 

事業部門別

の名称 
設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数

(人) 
建物 器具備品 その他 合計 

本社 新宿オフィス 
(東京都新宿区) 

本社 
金融シスムテ事業部 
産業システム事業部 
営業本部 
技術統括室 

本社部門及びシステム

開発に係る事務所設備

等 

3,585

(3,497㎡)
62,862 91,039 157,488 539

大阪オフィス 
(大阪市中央区) 

西日本事業部 
システム開発に係る事

務所設備等 
1,262

(637㎡)
3,153 70 4,485 162

日本橋オフィス 
(東京都中央区) 

金融システム事業部
システム開発に係る事

務所設備等 
3,162

(314㎡)
1,685 322 5,171 31

合計 8,010 67,702 91,433 167,145 732

事業所名 
(所在地) 設備の内容 投資額(千円) 完了年月 

本社 新宿オフィス 
(東京都新宿区) 事務所設備 18,401 平成17年６月 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 平成17年12月１日から、この半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は提出日現在の発行数には

含まれておりません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 240,000

計 240,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月９日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 67,681 67,699
東京証券取引所
市場第二部 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 67,681 67,699 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

株主総会の特別決議(平成15年３月20日) 

  

(注) １ 時価を下回る払込金額で新株の発行が行なわれる場合、発行価額は次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切上げます。 

２ 株式分割または株式併合を行なう場合、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切上げま

す。 

３ 株式分割または株式併合により発行価額の調整を行なう場合には、新株引受権の行使によって発行すべき株式の数を次の

算式により調整し、調整により生じる１株未満の株式数についてはこれを切り捨てます。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率 

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数（個） 1,047 1,026 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,047 1,026 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 59,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年４月１日～
平成19年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  59,000
資本組入額 29,500 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1)新株予約権の割り当てを
受けた者は、権利行使時にお
いても当社の取締役または従
業員であること。但し、新株
予約権発行日において当社の
取締役の地位にあった者が取
締役の地位を喪失した場合、
及び当社の従業員の地位にあ
った者が定年退職により従業
員の地位を喪失した場合、そ
れぞれの地位の喪失後２年間
（但し、平成16年４月１日か
ら平成19年３月31日までの権
利行使期間の範囲内とする）
は権利を行使できるものとす
る。 
(2)権利行使時において当社
の取締役または従業員の地位
を喪失した場合といえども、
当社、または当社と人的・資
本的関係のある会社の取締
役、監査役、従業員として在
籍する場合は、権利を行使で
きるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質権その他の処
分は認めない。 

同左 

(調整後新株 

発行価額) 
＝ 
(調整前新株 

発行価額) 
× 

(既発行株式数)＋
(新規発行株式数)×(１株当たり払込金) 

(時価) 

(既発行株式数)＋(新規発行株式数) 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
１ 

分割・併合の比率 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(注) 新株予約権の行使による増加であります。 

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

  

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

352 67,681 10,384 647,339 10,384 614,039

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社ＣＳＫ 東京都港区南青山２丁目26－１ 47,680 70.45

ＪＩＥＣ社員持株会 東京都新宿区西新宿６丁目24－１ 5,009 7.40

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(日本アイ・ビー・エ
ム株式会社 特定包括信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11－３ 2,000 2.96

全日空システム企画株式会社 東京都大田区羽田空港３丁目５－10 1,000 1.48

岩本 卓也 東京都江戸川区西葛西３丁目10－７ 250 0.37

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 133 0.20

岡村 孝之 大阪府寝屋川市菅相塚町10－18 113 0.17

メリルリンチ インターナショ
ナル エス エフ ジー（常任
代理人 メリルリンチ日本証券
株式会社 証券業務部） 

20 FARRINGDON ROAD LONDON ECIM 3NH 
P.O.BOX 293 
（東京都中央区日本橋１丁目４－１） 

109 0.16

礒田 順次 東京都小平市花小金井６丁目137-34 105 0.16

飯塚 邦弘 静岡県藤枝市田沼１丁目26－20 100 0.15

立野 権一郎 石川県金沢市泉野出町４丁目12－14 100 0.15

計 ― 56,599 83.63



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注)「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が３株（議決権３個）含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

  
  
３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 67,681 67,681
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 67,681 ― ― 

総株主の議決権 ― 67,681 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 154,000 139,000 141,000 132,000 129,000 120,000

最低(円) 108,000 113,000 118,000 121,000 112,000 112,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただし書

きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及

び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、中央青山監査法人により

中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金   1,357,410   764,620 1,445,554   

２ グループ内預け金 ※１ 1,504,163   2,818,759 2,305,656   

３ 売掛金   2,310,862   2,216,600 2,783,339   

４ 債権等信託受益権   399,311   ― ―   

５ たな卸資産   443,509   597,151 222,076   

６ その他   359,723   405,778 452,237   

流動資産合計    6,374,981 88.4 6,802,910 89.7   7,208,865 90.5

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※２ 110,937   75,712 104,343   

２ 無形固定資産   127,391   91,433 108,461   

３ 投資その他の資産          

(1) 破産更生債権   281,977   ― 281,977   

(2) 繰延税金資産   32,529   ― ―   

(3) 前払年金費用   228,837   190,031 206,360   

(4) その他   335,447   422,714 335,071   

  貸倒引当金   △281,977   ― △281,977   

投資その他の資産 
合計   596,814   612,745 541,432   

固定資産合計    835,143 11.6 779,891 10.3   754,236 9.5

資産合計    7,210,124 100.0 7,582,802 100.0   7,963,102 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金   527,337   563,872 592,979   

２ 未払費用   118,616   128,128 216,686   

３ 未払法人税等   24,345   14,234 245,163   

４ 賞与引当金   504,740   497,034 549,441   

５ その他   91,235   118,339 225,886   

流動負債合計    1,266,274 17.6 1,321,608 17.4   1,830,156 23.0

Ⅱ 固定負債          

１ 役員退職慰労引当金   36,410   35,270 36,410   

２ 繰延税金負債   ―   51,749 1,160   

固定負債合計    36,410 0.5 87,019 1.2   37,570 0.5

負債合計    1,302,684 18.1 1,408,628 18.6   1,867,727 23.5

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    631,291 8.7 647,339 8.5   636,955 8.0

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   597,991   614,039 603,655   

資本剰余金合計    597,991 8.3 614,039 8.1   603,655 7.6

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   33,640   33,640 33,640   

２ 任意積立金   4,154,144   4,702,896 4,154,144   

３ 中間(当期) 
  未処分利益   486,267   167,456 660,975   

利益剰余金合計    4,674,052 64.8 4,903,993 64.7   4,848,761 60.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    4,104 0.1 8,801 0.1   6,002 0.0

資本合計    5,907,440 81.9 6,174,174 81.4   6,095,374 76.5

負債資本合計    7,210,124 100.0 7,582,802 100.0   7,963,102 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    5,709,141 100.0 6,076,323 100.0   12,523,464 100.0

Ⅱ 売上原価    4,541,211 79.5 4,978,667 81.9   10,054,368 80.3

売上総利益    1,167,929 20.5 1,097,655 18.1   2,469,095 19.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    844,714 14.8 873,179 14.4   1,708,323 13.6

営業利益    323,215 5.7 224,476 3.7   760,771 6.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  12,457 0.2 4,283 0.1   22,330 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  11,593 0.2 5,047 0.1   16,286 0.2

経常利益    324,079 5.7 223,712 3.7   766,815 6.1

Ⅵ 特別利益 ※３  413,718 7.2 11,281 0.2   413,718 3.3

Ⅶ 特別損失 ※４  679 0.0 366 0.0   96,418 0.7

税引前中間(当期) 
純利益    737,118 12.9 234,626 3.9   1,084,114 8.7

法人税、住民税 
及び事業税   15,451   5,156 227,209   

法人税等調整額   304,497 319,949 5.6 106,908 112,065 1.9 231,459 458,669 3.7

中間(当期)純利益    417,168 7.3 122,561 2.0   625,445 5.0

前期繰越利益    69,098 44,895   69,098 

中間配当額    ― ―   33,568 

中間(当期)未処分 
利益    486,267 167,456   660,975 

           



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

    
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

営業収入   5,748,740 6,650,310 12,115,762

外注費の支払及び購入による支出   △2,161,052 △2,872,793 △4,830,205

人件費の支出   △2,823,443 △2,819,188 △5,544,704

その他の営業支出   △622,234 △706,646 △1,085,662

  小計   142,009 251,682 655,189

利息及び配当金の受取額   2,775 2,698 5,560

法人税等の支払額   242,523 △247,094 238,093

 営業活動によるキャッシュ・フロー   387,308 7,286 898,843

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

債権等信託受益権の取得による支出   △798,633 ― △798,633

債権等信託受益権の売却による収入   798,978 ― 1,198,290

有形固定資産の取得による支出   △11,287 △45,066 △14,029

無形固定資産の取得による支出   △22,476 △200 △22,476

敷金・保証金の支払による支出   △2,478 △205,165 △15,991

敷金・保証金の解約による収入   17,982 121,820 35,104

その他の収入   500 ― 500

 投資活動によるキャッシュ・フロー   △17,415 △128,612 382,763

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額   △32,126 △67,274 △65,530

株式の発行による収入   8,083 20,768 19,411

 財務活動によるキャッシュ・フロー   △24,043 △46,506 △46,119

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額)   345,849 △167,831 1,235,487

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,515,724 3,751,211 2,515,724

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高   2,861,574 3,583,380 3,751,211

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法 

  (評価差額は、全

部資本直入法によ

り処理し、売却原

価は、移動平均法

により算定) 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  期末日の市場価格

等に基づく時価法 

  (評価差額は、全

部資本直入法によ

り処理し、売却原

価は、移動平均法

により算定) 

  

   時価のないもの 

  移動平均法による

原価法 

 時価のないもの 

同左 

  

 時価のないもの 

同左 

  

  (2) たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

仕掛品 

同左 

(2) たな卸資産 

仕掛品 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法により償却して

おります。また、主な耐

用年数は以下の通りであ

ります。 

建物  ３～15年 

器具備品２～15年 

(1) 有形固定資産 

 定率法により償却して

おります。また、主な耐

用年数は以下の通りであ

ります。 

建物  ３～15年 

器具備品４～15年 

(1) 有形固定資産 

 定率法により償却して

おります。また、主な耐

用年数は以下の通りであ

ります。 

建物  ３～15年 

器具備品２～15年 

  (2) 無形固定資産 

 定額法により償却して

おります。なお、自社利

用ソフトウェアについて

は、社内における見込利

用可能期間(５年)に基づ

く定額法により償却して

おります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

 なお、当中間会計期間

においては該当がないた

め計上しておりません。 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

  (2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給す

る賞与の支出に備えるた

め、支給見込額に基づい

て計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(12年)による定

額法により翌事業年度か

ら費用処理しておりま

す。 

（追加情報） 

当社の加入するシーエ

スケイ厚生年金基金は、

確定給付企業年金法の施

行に伴い、平成16年４月

１日付けで厚生年金基金

の代行部分の過去分返上

と、確定拠出年金制度へ

の移行に対する認可を受

けました。当中間会計期

間における損益に与える

影響額は特別利益として

404,718千円を計上して

おります。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(12年)による定

額法により翌事業年度か

ら費用処理しておりま

す。 

  

  

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(12年)による定

額法により翌事業年度か

ら費用処理しておりま

す。 

（追加情報） 

当社の加入するシーエスケ

イ厚生年金基金は、確定給

付企業年金法の施行に伴

い、平成16年４月１日付け

で厚生年金基金の代行部分

の過去分返上と、確定拠出

年金制度への移行に対する

認可を受けました。当事業

年度における損益に与える

影響額は特別利益として

404,718千円を計上してお

ります。 

  

  (4) 役員退職慰労引当金 

役員への退職慰労金支

給に備えるため、内規に

よる必要額を計上してお

ります。 

なお、当社は内規を改

定し、平成16年６月23日

の株主総会後必要額は増

加いたしません。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

５ 中間キャッシュ・

フロー計算書(キ

ャッシュ・フロー

計算書)における

資金の範囲 

中間キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３か月以

内に償還期限及び満期の到

来する短期投資からなって

おります。 

同左 キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３か月以内

に償還期限及び満期の到来

する短期投資からなってお

ります。 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式を採用してお

ります。 

なお、仮払消費税等お

よび仮受消費税等は、相

殺のうえ流動負債の「そ

の他」に含めて表示して

おります。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式を採用してお

ります。 



会計処理の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(証券代行手数料の損益区分の変更) 

従来、証券代行手数料について

は、販売費及び一般管理費に計上し

ておりましたが、親会社の会計処理

方法と統一を図るため、当中間会計

期間より営業外費用に計上しており

ます。 

この変更により営業利益は11,593

千円増加しております。なお、経常

利益、税引前中間純利益に与える影

響はありません。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

(証券代行手数料の損益区分の変更) 

従来、証券代行手数料について

は、販売費及び一般管理費に計上し

ておりましたが、親会社の会計処理

方法と統一を図るため、当事業年度

より営業外費用に計上しておりま

す。 

この変更により営業利益は16,238

千円増加しております。なお、経常

利益、税引前当期純利益に与える影

響はありません。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販管費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

この結果、販売費及び一般管理費

が11,823千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、

11,823千円減少しております。 

───── ───── 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 「グループ内預け金」は、

「ＣＳＫグループ・キャッシュ

マネジメントシステム」(ＣＭ

Ｓ：ＣＳＫグループの資金効率

化を目的)による預入れであり

ます。なお、当該預け先は、Ｃ

ＭＳの母体であり当社の親会社

でもある株式会社ＣＳＫであり

ます。 

※１ 「グループ内預け金」は、

「ＣＳＫグループ・キャッシュ

マネジメントシステム」(ＣＭ

Ｓ：ＣＳＫグループの資金効率

化を目的)による預入れであり

ます。なお、当該預け先は、Ｃ

ＭＳの母体であり当社の親会社

でもある株式会社ＣＳＫ(平成

17年10月１日付で株式会社ＣＳ

Ｋホールディングスに社名変

更)であります。 

※１ 「グループ内預け金」は、

「ＣＳＫグループ・キャッシュ

マネジメントシステム」(ＣＭ

Ｓ：ＣＳＫグループの資金効率

化を目的)による預入れであり

ます。なお、当該預け先は、Ｃ

ＭＳの母体であり当社の親会社

でもある株式会社ＣＳＫであり

ます。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

108,802千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

77,667千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

110,503千円 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,103千円

国税加算還付金 6,495千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,129千円

受取配当金 600千円

生命保険事務代行 

手数料 
1,094千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 4,229千円

受取配当金 1,400千円

団体定期保険配当金 4,457千円

生命保険事務代行 

手数料 
2,349千円

国税加算還付金 6,495千円

※２ 営業外費用の主要項目 

証券代行手数料 11,593千円

※２ 営業外費用の主要項目 

証券代行手数料 5,047千円

※２ 営業外費用の主要項目 

証券代行手数料 16,238千円

※３ 特別利益の主要項目 

厚生年金基金代行 

返上益等 
404,718千円

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 11,281千円

※３ 特別利益の主要項目 

厚生年金基金代行 

返上益等 
404,718千円

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 679千円

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 366千円

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 8,135千円

賃借建物原状回復 

費用 
3,283千円

事業所移転損失 

引当金繰入額 
85,000千円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 13,947千円

無形固定資産 18,304千円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 12,212千円

無形固定資産 17,020千円

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 28,796千円

無形固定資産 36,905千円



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 1,357,410千円

グループ内預け金 1,504,163千円

現金及び現金同等物 2,861,574千円

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 764,620千円

グループ内預け金 2,818,759千円

現金及び現金同等物 3,583,380千円

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

  

現金及び預金勘定 1,445,554千円

グループ内預け金 2,305,656千円

現金及び現金同等物 3,751,211千円

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

借手側 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

  取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

中間期末

残高 

相当額 

(千円) 

器具 

備品 
179,702 145,865 33,837

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

借手側 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

  取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

中間期末

残高 

相当額 

(千円) 

器具 

備品 
26,797 8,985 17,812

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

借手側 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

  取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

期末残高

相当額 

(千円) 

器具 

備品 
58,016 43,867 14,149

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 33,560千円

１年超 6,048千円

合計 39,609千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 6,181千円

１年超 11,797千円

合計 17,979千円

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 8,739千円

１年超 5,829千円

合計 14,569千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 28,336千円

減価償却費 

相当額 
25,831千円

支払利息 

相当額 
553千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 6,502千円

減価償却費 

相当額 
6,157千円

支払利息 

相当額 
216千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 56,390千円

減価償却費 

相当額 
48,214千円

支払利息 

相当額 
873千円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては利息法によっておりま

す。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

  

前中間会計期間(平成16年９月30日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はございません。 

  

２ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はございません。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの 

  

４ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

当中間会計期間(平成17年９月30日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はございません。 

  

２ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はございません。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの 

  

４ 時価評価されていない主な有価証券 

該当事項はございません。 

  

区分 取得原価(千円) 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

 ①株式 60,600 70,600 10,000 

 ②債券 ― ― ― 

 ③その他 101,500 98,420 △3,080 

合計 162,100 169,020 6,920 

区分 中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券   

債権等信託受益権 399,311 

区分 取得原価(千円) 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

 ①株式 60,600 70,400 9,800 

 ②債券 ― ― ― 

 ③その他 101,500 106,540 5,040 

合計 162,100 176,940 14,840 



前事業年度(平成17年３月31日現在) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はございません。 

  

２ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はございません。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの 

  

４ 時価評価されていない主な有価証券 

該当事項はございません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

  

前中間会計期間(平成16年９月30日現在) 

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はございません。 

  

当中間会計期間(平成17年９月30日現在) 

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はございません。 

  

前事業年度(平成17年３月31日現在) 

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はございません。 

  

(持分法損益等) 

  

前中間会計期間(自平成16年４月１日 至平成16年９月30日) 

該当事項はございません。 

  

当中間会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

該当事項はございません。 

  

前事業年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

該当事項はございません。 

  

区分 取得原価(千円) 
貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

 ①株式 60,600 73,200 12,600 

 ②債券 ― ― ― 

 ③その他 101,500 99,020 △2,480 

合計 162,100 172,220 10,120 



  
(１株当たり情報) 

  

  

（注）１株当たりの中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定基礎は、以下のとおりでありま

す。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はございません。 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 

87,990.83円 

１株当たり純資産額 

91,224.63円 

１株当たり純資産額 

90,531.19円 

１株当たり中間純利益 

6,219.34円 

１株当たり中間純利益 

1,813.98円 

１株当たり当期純利益 

9,318.59円 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

6,132.39円 

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益 

1,797.88円 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

9,203.95円 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

 中間（当期）純利益 417,168千円 122,561千円 625,445千円 

 普通株主に帰属しない金額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

 普通株式に係る中間（当期）純利

益 
417,168千円 122,561千円 625,445千円 

 普通株式の期中平均株式数 67,076株 67,565株 67,118株 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

 中間（当期）純利益調整額 ― 千円 ― 千円 ― 千円 

 普通株式増加数 951株 605株 836株 

 （うち新株予約権） （951株） （605株） （836株） 

 希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要 

  

新株予約権（平成12年

６月30日決議）の数

1,064個 

新株予約権（平成13年

３月28日決議）の数30

個 

───── ───── 



(2) 【その他】 

第22期(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)中間配当については、平成17年10月27日開催の取締役会に

おいて、平成17年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次の通り中間配

当を行うことを決議いたしました。 

  

  

①中間配当金の総額 33,840,500円 

②１株当たり中間配当金 500円 

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成17年12月６日 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から本半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第21期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月24日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はございません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月８日

株式会社ジェー・アイ・イー・シー 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジェー・ア

イ・イー・シーの平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第２１期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から

平成１６年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ジェー・アイ・イー・シーの平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４月１

日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 本 重 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 江 島   智 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月８日

株式会社ジェー・アイ・イー・シー 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジェー・ア

イ・イー・シーの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第２２期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から

平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ジェー・アイ・イー・シーの平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１

日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 江 島   智 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 北 川 卓 哉 
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